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掲載場所
パソコン版区公式ホームページのトップページ右側
（並びは、原則毎日入れ替え）
掲載料
1 カ月20,000円（掲載月数により割引あり）

印刷物名 種類 発行部数・時期 作成所管課 申し込み方法

目黒区立中学校案内

冊子

  8,150部・
8月予定 学校運営課 申込書（ホームページから

印刷可）を、 5 ／25（消印
有効）までに、政策企画課
企画係（〒153－8573目黒区
役所〈住所不要〉、Ｆ5722－
6134）へ郵送またはFAX

障害者福祉のしおり   4,200部・
10月予定 障害施策推進課

目黒区くらしのガイド 60,000部・
12月予定 区民の声課

区立図書館資料貸出票
など

ロール紙の
裏面 定めなし 八雲中央図書館

（ ☎5701－2795､
Ｆ5701－2794）

申し込み方法など詳細は、
作成所管課にお問い合わせ
ください区立図書館内閲覧用雑

誌カバー 雑誌カバー 100誌程度の対象雑誌から選択

区の印刷物やホームページに広告を掲載しませんか

問政策企画課企画係（☎5722－9106、Ｆ5722－6134）

　広告のサイズ・掲載料・条件などの詳細は、お問い合わせください。掲載の可否は、広
告内容などを審査のうえ決定します。

問広報課報道係
　（☎5722－9621、Ｆ5722－8674）

　掲載を希望する企業・事業所・商店
などは、ホームページ（右コード）を
ご覧いただくか、お問い合わせくださ
い。掲載の可否は、広告内容などを審
査のうえ決定します。

区が発行する印刷物などに掲載する企業広告を募集します 　区公式ホームページに掲載する
　 バナー広告を募集します
　区公式ホームページに掲載す　区公式ホームページに掲載す

耐震化で
地震に備えましょう

　阪神・淡路大震災により倒壊した建物の多くは、建築基準法の耐
震基準が強化された昭和56年 6 月 1 日以前に建てられたものでし
た。
　耐震診断やアドバイザーの派遣などの助成制度を設け、耐震化の
支援を行っています。ぜひ、ご相談ください。
　下表以外にも助成制度があります。詳細はホームペー
ジ（右コード）をご覧ください。■問建築課耐震化促進係（☎5722－9490、■Ｆ5722－9597）

耐震化の助成 ブロック塀の除却工事などの助成
制度 対象 助成内容

耐震診断
木造住宅 診断費用の60％

分譲マンション 診断費用の 2／ 3、上限200万円

耐震設計
木造住宅 設計費用の 1／ 2、上限20万円

分譲マンション 設計費用の 2／ 3、上限200万円

耐震改修
木造住宅ほか

課税世帯 改修費用の80％、上限150万円

非課税世帯 改修費用の80％、上限180万円

分譲マンション 改修費用の 2／ 3、上限1,500万円

除却 木造住宅 除却費用の 1／ 2、上限50万円

制度 対象 助成内容

除却 道路沿いで安全性が確認でき
ないもの

除却費用の 1／ 2、上限9,000円／ｍ、
上限20万円

建替え

道路沿いで安全性が確認でき
ないものを除却し、軽量フェ
ンスを新設するもの

建て替え費用の 1／ 2、上限18,000円
／ｍ、上限40万円

建築確認申請にかかる設計・
工事監理費 上限15万円（ 3年度より開始）

※そのほかの要件、助成額などの詳細は、お問い合わせください

めぐろ区報制作に力を貸してください

広報モデルを大募集！
■問広報課区報係（☎5722－9486、■Ｆ5722－8674）

　めぐろ区報やホームページに、モデルなどとして登場していただけるか
たを募集します。ご応募いただいたかたを、広報モデル候補として登録
し、企画内容に応じて別途撮影協力の連絡をします。ボランティアのため
報酬はありませんが、親しみやすい広報となるよう、多くの皆さんのご協
力をお願いします。詳細はホームページ（右上コード）をご覧いただく
か、お問い合わせください。

● 区内在住・在勤・在学の個人、または家族・友人など 5人程度の少人数
グループ（未成年者は、保護者の承諾が必要）
●暴力団など反社会的勢力でない 
●区税などの滞納がない

応募資格　次のすべてに該当するかた

応募用紙（総合庁舎本館 4階広報課で配布、ホームページから印刷可）に
必要事項を記入のうえ、写真データ（現像写真可）を添付して、郵送、E
メールで広報課区報係（〒153－8573目黒区役所〈住所不要〉、□
kohobosyu@city.meguro.tokyo.jp）へ

応募方法
家族そろって、友だちと
一緒になどたくさんの
ご応募をお待ちしています

イメージは
こんな感じ

モデルの

一緒に目黒
の魅力を伝
えませんか

　 5年 3／31まで（延長可）登録期間
※登録いただいても広報に掲載できないことがあります


